
四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

令和８年３月３１日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第２９号 

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規 

則 

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和６２年四日市市規

則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 

第４条及び第５条 削除 

 

（級別資格基準表） 

第４条 職員の職務の級を決定する場合

に必要な資格は、この規則において別に

定める場合を除き、別表第２（以下「級

別資格基準表」という。）に定めるとお

りとする。 

 

（級別資格基準表の適用方法） 

第５条 級別資格基準表は、試験欄の区分

及び学歴免許等欄の区分に応じ適用す

る。この場合において、それぞれの区分

に対応する同表の職務の級欄に定める

上段の数字は当該職務の級に決定する

ための必要在級年数を、下段の数字は当

該職務の級に決定するための必要経験

年数を示す。 

２ 級別資格基準表の学歴免許等欄の区

分は、職員の有する最も新しい学歴免許

等の資格に応じて適用するものとし、当



該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に

属する学歴免許等の資格については、別

表第３（以下「学歴免許等資格区分表」

という。）に定めるところによる。ただ

し、職員の有する最も新しい学歴免許等

の資格以外の資格によることがその者

に有利である場合には、その資格に応じ

た区分によることができる。 

３ 前項の場合において、その者に適用さ

れる級別資格基準表の試験欄の区分に

対応する学歴免許等の最も低い学歴免

許等の区分よりも下位の区分に属する

学歴免許等の資格のみを有する職員に

対する同表の学歴免許欄の適用につい

ては、その最も低い学歴免許等の区分に

よる。 

  

（経験年数の調整） （経験年数の調整） 

第７条 職員に適用される初任給基準表

（第１１条第１項第１号に規定する初

任給基準表をいう。以下同じ。）の学歴

免許等欄の区分に対して別表第５（以下

「修学年数調整表」という。）に加える

年数又は減ずる年数が定められている

学歴免許等の資格を有する者について

は、前条の規定によるその者の経験年数

にその年数を加減した年数をもって、そ

の経験年数とする。 

第７条 職員に適用される級別資格基準

表の学歴免許等欄の区分に対して別表

第５（以下「修学年数調整表」という。）

に加える年数又は減ずる年数が定めら

れている学歴免許等の資格を有する者

については、前条の規定によるその者の

経験年数にその年数を加減した年数を

もって、その経験年数とする。 

  

 

第８条及び第９条 削除 

 

（経験年数の取扱いの特例） 

第８条 級別資格基準表の備考に別段の

定めがある場合における経験年数の取



扱いについては、前２条の規定にかかわ

らず、その定めるところによる。 

 

（特定の職員の在級年数の取扱い） 

第９条 第１５条又は第１６条の規定の

適用を受けた職員に、級別資格基準表を

適用する場合における在級年数につい

ては、部内の他の職員との均衡を考慮し

てあらかじめ市長の承認を得て定める

期間をその職務の級の在級年数として

取り扱うことができる。 

  

（新たに職員となった者の職務の級） （新たに職員となった者の職務の級） 

第１０条 新たに職員となった者の職務

の級は、その者の能力等を考慮し、その

職務に応じて決定するものとする。この

場合において、第１８条第１項後段に規

定する職務の級に決定される職員につ

いては、同項後段の規定を準用する。 

第１０条 新たに職員となった者の職務

の級は、その職務に応じ、かつ、次の各

号に定めるところにより決定するもの

とする。 

 (1) 給料表の職務の級の９級から６級

に決定しようとする場合は、あらかじ

め市長の承認を得ること。 

 (2) 前号に掲げる職務の級以外の職務

の級にあっては、その職務の級につい

て級別資格基準表に定める資格を有

していること。 

 ２ 第１５条各号のいずれかに掲げる者

から職員となった者又は第１６条に規

定する特殊の技術、経験を必要とする職

に採用された者に前項第２号の規定を

適用する場合において、部内の他の職員

との均衡上必要があると認められ、か



つ、あらかじめ市長の承認を得たとき

は、級別資格基準表に定める必要経験年

数に１００分の８０以上１００分の１

００未満の割合を乗じて得た年数をも

って、同表の必要経験年数とすることが

できる。 

  

（新たに職員となった者の号給） （新たに職員となった者の号給） 

第１１条 新たに職員となった者の号給

は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める号給とする。 

第１１条 新たに職員となった者の号給

は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める号給とする。 

(1) 前条の規定により決定された職務

の級の号給がその者に適用される別

表第６の初任給基準表の試験欄及び

学歴免許等欄の区分に対応する初任

給欄に定められている職員 当該号

給 

(1) 前条の規定により決定された職務

の級の号給がその者に適用される別

表第６（以下「初任給基準表」という。）

の試験欄及び学歴免許等欄の区分に

対応する初任給欄に定められている

職員 当該号給 

(2)から(4)まで （略） (2)から(4)まで （略） 

２ 職務の級の最低限度の資格を超える

学歴免許等の資格又は経験年数を有す

る職員の号給については、前項の規定に

かかわらず、第１４条及び第１５条に定

めるところにより、初任給基準表に定め

る号給を調整し、又はその者の号給を前

項の規定による号給より上位の号給と

することができる。 

２ 職務の級の最低限度の資格を超える

学歴免許等の資格又は経験年数を有す

る職員の号給については、前項の規定に

かかわらず、第１３条から第１７条まで

に定めるところにより、初任給基準表に

定める号給を調整し、又はその者の号給

を前項の規定による号給より上位の号

給とすることができる。 

３ （略） ３ （略） 

  

（初任給基準表の適用方法） （初任給基準表の適用方法） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 初任給基準表の学歴免許等欄の区分

の適用については、職員の有する最も新

２ 初任給基準表の試験欄の区分の適用

については、第５条第２項の規定の例に



しい学歴免許等の資格に応じて適用す

るものとし、学歴免許等の資格について

は、学歴免許等資格区分表に定める区分

によるものとする。ただし、職員の有す

る最も新しい学歴免許等の資格以外の

資格によることがその者に有利である

場合には、その資格に応じた区分による

ことができる。 

よるものとし、同表の学歴免許等欄の区

分の適用については、学歴免許等資格区

分表に定める区分によるものとする。 

  

 

第１３条 削除 

（学歴免許等の資格による号給の調整） 

第１３条 新たに職員となった者のうち、

その者に適用される初任給基準表の学

歴免許等欄の学歴免許等の区分に対し

て修学年数調整表に加える年数が定め

られている学歴免許等の資格を有する

者で当該学歴免許等の資格を取得する

に際しその者の職務に直接有用な知識

又は技術を修得したと認められる者に

対する初任給基準表の適用については、

その者に適用される同表の初任給欄に

定める号給の号数にその加える年数（１

年未満の端数があるときは、これを切り

捨てた年数）の数に４を乗じて得た数を

加えて得た数を号数とする号給をもっ

て、同欄の号給とすることができる。 

  

（経験年数を有する者の号給） （経験年数を有する者の号給） 

第１４条 新たに職員となった者（職務の

級を第１０条後段に掲げる職務の級に

決定された者を除く。）のうち経験年数

を有する者の号給は、第１１条第１項の

規定による号給の号数に、当該経験年数

第１４条 新たに職員となった者（職務の

級を第１０条第１項第１号に掲げる職

務の級に決定された者を除く。）のうち

経験年数を有する者の号給は、第１１条

第１項の規定による号給（前条の規定に



の月数を１２か月で除した数（１年未満

の端数があるときは、これを切り捨てた

数）に別表第９に定める昇給号給数表の

C欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た

数を加えて得た数を号数とする号給（市

長の定める者にあっては、当該各号給の

数に３を超えない範囲内で市長の定め

る数を加えて得た数を号数とする号給）

とすることができる。 

よる号給を含む。この項において「基準

号給」という。）の号数に、当該経験年

数の月数を１２か月で除した数（１年未

満の端数があるときは、これを切り捨て

た数）に別表第９に定める昇給号給数表

のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得

た数を加えて得た数を号数とする号給

（市長の定める者にあっては、当該各号

給の数に３を超えない範囲内で市長の

定める数を加えて得た数を号数とする

号給）とすることができる。 

２ 前項の規定を適用する場合における

職員の経験年数の取扱いについては、同

項に定めるほか、第６条及び第７条の規

定を準用する。 

２ 前項の規定を適用する場合における

職員の経験年数の取扱いについては、同

項に定めるほか、第６条から第８条まで

の規定を準用する。 

  

 （特別の事情がある職員に対する職務の

級及び号給の取扱い） 

 （特殊の職に採用する場合の号給） 

第１６条 この章の規定により職員の職

務の級及び号給を決定する場合には、そ

の採用が著しく困難になる場合その他

職員の採用の事情を考慮して特別の事

情があると認められる場合は、この章の

規定にかかわらず、その職員が有する能

力、知識経験、学歴免許等の資格等を考

慮してあらかじめ市長の承認を得て定

める基準に従い、当該職員の職務の級及

び号給を決定することができる。 

第１６条 特殊の技術、経験等を必要とす

る職に職員を採用しようとする場合に

おいて、号給の決定について第１４条の

規定による場合にはその採用が著しく

困難になると認められるときは、これら

の規定にかかわらず、部内の他の職員と

の均衡を考慮してあらかじめ市長の承

認を得て定める基準に従い、その者の号

給を決定することができる。 

  

 （特定の職員についての号給） 

第１７条 削除 第１７条 新たに職員となった者のうち、

その職務の級を第１０条第１項第１号



に掲げる職務の級に決定された者につ

いて部内の他の職員との均衡上必要が

あると認められるときは、あらかじめ市

長の承認を得て、第１４条から前条まで

の規定に準じてその者の号給を決定す

ることができる。 

  

（昇格） （昇格） 

第１８条 職員を昇格させる場合には、そ

の職務に応じ、かつ、その者の勤務成績

に従い、その者の属する職務の級を決定

するものとする。この場合において、そ

の属する職務の級を条例別表第１の給

料表の職務の級欄６級以上の級その他

市長の定める職務の級に決定される職

員は、その職務の級に分類されている職

務の複雑、困難及び責任の度を考慮して

市長が定める要件を満たしていなけれ

ばならず、あらかじめ市長の承認を得る

こととする。 

第１８条 職員を昇格させる場合には、そ

の職務に応じ、かつ、次の各号に定める

ところにより、その者の属する職務の級

を１級上位の職務の級に決定するもの

とする。 

 (1) 第１０条第１項第１号に掲げる職

務の級への昇格については、あらかじ

め市長の承認を得ること。 

 (2) 前号に規定する職務の級以外の職

務の級への昇格については、その職務

の級について級別資格基準表に定め

る必要経験年数又は必要在級年数を

有していること。 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 勤務成績が特に良好である職員に対

する前項第２号の規定の適用について

は、級別資格基準表に定める必要経験年



数又は必要在級年数に１００分の８０

以上、１００分の１００未満の割合を乗

じて得た年数をもって、それぞれ同表の

必要経験年数又は必要在級年数とする

ことができる。 

  

（特別の場合の昇格） （特別の場合の昇格） 

第１９条 職員が生命をとして職務を遂

行し、そのために危篤となり又は著しい

障害の状態となった場合は、第１８条

（第１項後段を除く。）の規定にかかわ

らず、あらかじめ市長の承認を得て昇格

させることができる。 

第１９条 職員が生命をとして職務を遂

行し、そのために危篤となり又は著しい

障害の状態となった場合は、第１８条の

規定にかかわらず、あらかじめ市長の承

認を得て昇格させることができる。 

 

改正後 

別表第１（第３条関係） 

等級別基準職務表（行政職給料表及び医療職給料表） 

 職務の級 基準となる職務  

 （略）  

 ７級 (1) 市長の事務部局の課長、東京事務所長、職員研修所長、人権

センター所長、地区市民センター館長、あさけプラザ館長、食

肉・衛生検査所長、こども家庭センター所長、あけぼの学園長

及び四日市公害と環境未来館副館長の職務 

(2)から(5)まで （略） 

 

 ６級 (1) 市長の事務部局の課（室・所・場）長補佐、グループリーダ

ー、地域防災調整監、危機管理企画監、大学構想推進室長、中

核市推進室長、働き方改革推進室長、行政ＤＸ推進室長、人権

プラザ館長、市民・消費生活相談室長、多文化共生推進室長、

男女共同参画センター所長及び副所長、市民窓口サービスセン

ター所長、マイナンバーカードサービスセンター所長、福祉監

査室長、生活支援給付金室長、三重北勢健康増進センター館長、

 



保険料収納室長、衛生検査センター長、青少年育成室長、こど

も子育て交流プラザ館長、あけぼの学園副園長、こども施設再

編推進室長、幼児教育センター所長、保育園長、こども園長、

ふるさと納税推進室長、市制施行１３０周年記念事業推進室

長、地場産業振興センター所長、食肉センター場長、食肉地方

卸売市場長、農業センター所長、廃棄物対策室長、清掃事業所

長、北大谷斎場長、公共交通推進室長並びに事業調整室長の職

務 

(2)から(6)まで （略） 

(7) 市長部局等及び消防部局の副所（館・園）長及び課（室・所・

場・館・園・局・署・分署・センター）付主幹の職務 

 （略）  

 

 

改正前 

別表第１（第３条関係） 

等級別基準職務表（行政職給料表及び医療職給料表） 

 職務の級 基準となる職務  

 （略）  

 ７級 (1) 市長の事務部局の課長、東京事務所長、職員研修所長、人権

センター所長、地区市民センター館長、あさけプラザ館長、食

品衛生検査所長、こども家庭センター所長、あけぼの学園長及

び四日市公害と環境未来館副館長の職務 

(2)から(5)まで （略） 

 

 ６級 (1) 市長の事務部局の課（室・所・場）長補佐、グループリーダ

ー、地域防災調整監、危機管理企画監、大学構想推進室長、中

核市推進室長、働き方改革推進室長、行政ＤＸ推進室長、人権

プラザ館長、市民・消費生活相談室長、多文化共生推進室長、

男女共同参画センター所長及び副所長、市民窓口サービスセン

ター所長、マイナンバーカードサービスセンター所長、福祉監

査室長、生活支援給付金室長、三重北勢健康増進センター館長、

 



保険料収納室長、青少年育成室長、こども子育て交流プラザ館

長、あけぼの学園副園長、こども施設再編推進室長、幼児教育

センター所長、保育園長、こども園長、ふるさと納税推進室長、

地場産業振興センター所長、食肉センター場長、食肉地方卸売

市場長、農業センター所長、廃棄物対策室長、清掃事業所長、

北大谷斎場長、公共交通推進室長並びに事業調整室長の職務 

(2)から(6)まで （略） 

(7) 市長部局等及び消防部局の副所（館・園）長及び課（室・所・

場・館・園・局・署・分署）付主幹の職務 

 （略）  

 

 

改正後 

別表第２ 削除 

 

改正前 

別表第２（第４条関係） 

ア 級別資格基準表（医師及び歯科医師を除く。） 

 試験 学歴免許 職務の級      

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級  

 一般事

務・技術

職・保育士 

大学卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 短大卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 高校卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 幼稚園教

員 

大学卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 短大卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 消防職 大学卒  １．５     



 ０ １．５     

 短大卒  １．５     

 ０ １．５     

 高校卒  １．５     

 ０ １．５     

 看護師・助

産師職 

大学卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 短大３卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 准看護師養

成所卒 

 １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 医療技術

職（獣医師

を除く。） 

大学６卒  １．５ １．５ ４ ４  

 ０ １．５ ３ ７ １１  

 大学卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 短大３卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 短大卒  １．５ ３．５ ４ ４  

 ０ １．５ ５ ９ １３  

 獣医師 大学６卒   ３ ２ ４  

 ０ ３ ５ ９  

 イ 医師、歯科医師資格基準表 

 試験 学歴免許等 職務の級  

 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級  

 医師・歯科

医師 

医大卒  １ ３ ７ ５  

 ０ １ ４ １１ １６  

 

 

改正後 

別表第３ 削除 

 



 

改正前 

別表第３（第５条関係） 

 学歴免許等の区分 学歴免許等の資格  

 基準学歴区分 学歴区分  

 １ 大学卒 (1) 博士課程修了 ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号)

による大学院博士課程の修了 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (2) 修士課程修了 ア 学校教育法による大学院修士課程の修

了 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (3) 専門職学位課

程修了 

ア 学校教育法による専門職大学院専門職

学位課程（専門職大学院の課程のうち標

準修業年限（当該標準修業年限が専門職

大学院設置基準（平成１５年文部科学省

令第１６号）第３条第１項の規定により

変更されたものである場合にあっては、

当該変更がないものとした場合における

標準修業年限）が２年以上のものをいう。

以下同じ。）の修了 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (4) 大学６卒 ア 学校教育法による大学の医学若しくは

歯学に関する学科（同法第８５条ただし

書に規定する学部以外の教育研究上の基

本となる組織を置く場合における相当の

組織を含む。以下同じ。）又は薬学若し

くは獣医学に関する学科（修業年限６年

のものに限る。）の卒業 

 



イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 (5) 大学専攻科卒 ア 学校教育法による４年制の大学の専攻

科の卒業 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (6) 大学４卒 ア 学校教育法による４年制の大学の卒業 

イ 国立看護大学校看護学部の卒業 

ウ 気象大学校大学部（修業年限４年のも

のに限る。）の卒業 

エ 海上保安大学校本科の卒業 

オ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 ２ 短大卒 (1) 短大３卒 ア 学校教育法による３年制の短期大学の

卒業 

イ 学校教育法による2年制の短期大学の

専攻科の卒業 

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻

科の卒業 

エ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (2) 短大２卒 ア 学校教育法による２年制の短期大学の

卒業 

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育

学校又は特別支援学校の専攻科（２年制

の短期大学と同程度とみなされる修業年

限２年以上のものに限る。）の卒業 

エ 航空保安大学校本科の卒業 

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課

程の卒業 

 



カ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 (3) 短大１卒 ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課

程の卒業 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 ３ 高校卒 (1) 高校専攻科卒 ア 学校教育法による高等学校、中等教育

学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (2) 高校３卒 ア 学校教育法による高等学校、中等教育

学校又は特別支援学校の高等部の卒業 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 (3) 高校２卒 ア 保健師助産師看護師法（昭和２３年法

律第２０３号）による准看護師学校又は

准看護師養成所の卒業 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

 ４ 中学卒 中学卒 ア 学校教育法による中学校、義務教育学

校若しくは特別支援学校の中等部の卒業

又は中等教育学校の前期課程の修了 

イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免

許等の資格 

 

  備考 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８０号）による改正前の学校教育法に規定する盲学校、ろう学

校及び養護学校を、「准看護師学校」には、保健婦助産婦看護婦法の一部を改

正する法律（平成１３年法律第１５３号）による改正前の保健婦助産婦看護婦

法に規定する准看護婦学校を、「准看護師養成所」には、同法に規定する准看

護婦養成所を含むものとする。 

 



改正後 

別表第５（第７条関係）（修業年数調整表） 

 （略）  

 備考 

  (1)及び(2) （略） 

  (3) 初任給基準表の学歴免許等にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ

区分（その区分に属する学歴免許等の資格を含む。）が掲げられている場合に

おけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその

者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年

数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表の

学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が

正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年

数は減ずる年数とする。 

  (4)及び(5) （略） 

 

改正前 

別表第５（第７条関係）（修業年数調整表） 

 （略）  

 備考 

  (1)及び(2) （略） 

  (3) 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等にこの表の学歴区分欄の学歴

免許等の区分と同じ区分（その区分に属する学歴免許等の資格を含む。）が掲

げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学

年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄

の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての

当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数

とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数

とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。 

  (4)及び(5) （略） 

 

改正後 



別表第６（第１１条関係） 

 試験 学歴免許等 初任給  

 （略）  

 医療技術職 （略）  

 診療放射線技師、

診療Ｘ線技師、臨

床検査技師、衛生

検査技師、臨床工

学技士、理学療法

士、作業療法士、

視能訓練士、言語

聴覚士又は義肢

装具士 

（略）  

 歯科衛生士又は

歯科技工士 

大卒 １〃２９〃  

 短大卒 （略）  

 （略）  

 栄養士又は管理

栄養士 

（略）  

 （略）  

 

 

改正前 

別表第６（第１１条関係） 

 試験 学歴免許等 初任給  

 （略）  

 医療技術職 （略）  

 診療放射線技師、

診療Ｘ線技師、臨

床検査技師、衛生

検査技師、臨床工

学技士、理学療法

（略）  



士、作業療法士、

視能訓練士又は

言語聴覚士 

 歯科衛生士又は

歯科技工士 

短大卒 （略）  

 （略）  

 栄養士 （略）  

 （略）  

 

 

改正後 

別表第８ 昇格時号給対応表（第２１条関係） 

ア （略） 

イ 医療職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前

日に受けていた

号給 

昇格後の号給 

６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 

１４ １ １ １ １ 

１５ １ １ １ １ 



１６ １ １ １ １ 

１７ １ １ ２ １ 

１８ １ １ ３ １ 

１９ １ １ ４ １ 

２０ １ １ ５ １ 

２１ １ １ ６ １ 

２２ １ ２ ７ １ 

２３ １ ３ ８ １ 

２４ １ ４ ９ １ 

２５ １ ５ １０ １ 

２６ １ ６ １１ １ 

２７ １ ７ １２ １ 

２８ １ ８ １３ １ 

２９ １ ９ １４ １ 

３０ １ １０ １５ １ 

３１ １ １１ １６ １ 

３２ １ １２ １７ １ 

３３ １ １３ １８ １ 

３４ ２ １４ １９ １ 

３５ ３ １５ ２０  １ 

３６ ４ １６ ２１  １ 

３７ ５ １７ ２２  １ 

３８ ６ １８ ２３ １ 

３９ ７ １９ ２４ １ 

４０ ８ ２０ ２５ １ 

４１ ９ ２１ ２６  １ 

４２ １０ ２１ ２７  １ 

４３ １１ ２２ ２８  １ 

４４ １２ ２２ ２９  １ 

４５ １３ ２３ ３０  １ 

４６ １３ ２３ ３１  １ 



４７ １３ ２４ ３２  １ 

４８ １４ ２４ ３３  １ 

４９ １４ ２５ ３４  １ 

５０ １４ ２５ ３５  １ 

５１ １４ ２６ ３６ １ 

５２ １５ ２６ ３７ １ 

５３ １５ ２７ ３７ ２ 

５４ １５ ２７ ３８ ３ 

５５ １５ ２８ ３８ ４ 

５６ １６ ２８ ３９ ５ 

５７ １６ ２９ ３９ ６ 

５８ １６ ２９ ４０ ７ 

５９ １６ ２９ ４０ ８ 

６０ １７ ３０ ４１ ９ 

６１ １７ ３０ ４１ ９ 

６２ １７ ３０ ４２ １０ 

６３ １８ ３１ ４２ １０ 

６４ １８ ３１ ４２ １１ 

６５ １９ ３１ ４２ １１ 

６６  ３２ ４３ １２ 

６７  ３２ ４３ １２ 

６８  ３２ ４３ １３ 

６９  ３２ ４３ １３ 

７０  ３２ ４４ １４ 

７１  ３３ ４４ １４ 

７２  ３３ ４４ １５ 

７３  ３３ ４４ １５ 

７４  ３３  １６ 

７５  ３３  １６ 

７６  ３４  １７ 

７７  ３４  １７ 



７８  ３４  １８ 

７９  ３４  １８ 

８０  ３４   

８１  ３５   

８２  ３５   

８３  ３５   

８４  ３５   

８５  ３５   

     
 

 

改正前 

別表第８ 昇格時号給対応表（第２１条関係） 

ア （略） 

イ 医療職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前

日に受けていた

号給 

昇格後の号給 

６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ ２ １ 

１１ １ １ ３ １ 

１２ １ １ ４ １ 

１３ １ １ ５ １ 

１４ １ １ ６ １ 



１５ １ １ ７ １ 

１６ １ １ ８ １ 

１７ １ １ ９ １ 

１８ １ １ １０ １ 

１９ １ １ １１ １ 

２０ １ １ １２ １ 

２１ １ １ １３ １ 

２２ １ ２ １４ １ 

２３ １ ３ １５ １ 

２４ １ ４ １６ １ 

２５ １ ５ １７ １ 

２６ １ ６ １８ １ 

２７ １ ７ １９ １ 

２８ １ ８ ２０ １ 

２９ １ ９ ２１ １ 

３０ １ １０ ２２ １ 

３１ １ １１ ２３ １ 

３２ １ １２ ２４ １ 

３３ １ １３ ２５ １ 

３４ ２ １４ ２６ １ 

３５ ３ １５ ２７  １ 

３６ ４ １６ ２８  １ 

３７ ５ １７ ２９  １ 

３８ ６ １８ ３０  １ 

３９ ７ １９ ３１  １ 

４０ ８ ２０ ３２  １ 

４１ ９ ２１ ３３  １ 

４２ １０ ２１ ３４  １ 

４３ １１ ２２ ３５  １ 

４４ １２ ２２ ３６  １ 

４５ １３ ２３ ３７  １ 



４６ １３ ２３ ３７  ２ 

４７ １３ ２４ ３８  ３ 

４８ １４ ２４ ３８  ４ 

４９ １４ ２５ ３９  ５ 

５０ １４ ２５ ３９  ６ 

５１ １４ ２６ ４０ ７ 

５２ １５ ２６ ４０ ８ 

５３ １５ ２７ ４１ ９ 

５４ １５ ２７ ４１ ９ 

５５ １５ ２８ ４２ １０ 

５６ １６ ２８ ４２ １０ 

５７ １６ ２９ ４２ １１ 

５８ １６ ２９ ４２ １１ 

５９ １６ ２９ ４３ １２ 

６０ １７ ３０ ４３ １２ 

６１ １７ ３０ ４３ １３ 

６２ １７ ３０ ４３ １３ 

６３ １８ ３１ ４４ １４ 

６４ １８ ３１ ４４ １４ 

６５ １９ ３１ ４４ １５ 

６６  ３２ ４４ １５ 

６７  ３２ ４５ １６ 

６８  ３２ ４５ １６ 

６９  ３２ ４５ １７ 

７０  ３２ ４５ １７ 

７１  ３３ ４６ １８ 

７２  ３３ ４６ １８ 

７３  ３３ ４７ １９ 

７４  ３３  １９ 

７５  ３３  ２０ 

７６  ３４  ２０ 



７７  ３４  ２１ 

７８  ３４  ２１ 

７９  ３４  ２２ 

８０  ３４   

８１  ３５   

８２  ３５   

８３  ３５   

８４  ３５   

８５  ３５   

     
 

 

改正後 

別表第８の２ 降格時号給対応表（第２２条の２関係） 

ア （略） 

イ 医療職降格時号給対応表 

降格した日の

前日に受けて

いた号給 

降格後の号給 

５級 ６級 ７級 ８級 

１ ３３ ２１ ２ ３８ 

２ ３４ ２２ ３ ３９ 

３ ３５ ２３ ４ ４０ 

４ ３６ ２４ ５ ４１ 

５ ３７ ２５ ６ ４２ 

６ ３８ ２６ ７ ４３ 

７ ３９ ２７ ８ ４４ 

８ ４０ ２８ ９ ４５ 

９ ４１ ２９ １０ ４７ 

１０ ４２ ３０ １１ ４９ 

１１ ４３ ３１ １２ ５１ 

１２ ４４ ３２ １３ ５３ 

１３ ４７ ３３ １４ ５５ 



１４ ５１ ３４ １５ ５７ 

１５ ５５ ３５ １６ ５８ 

１６ ５９ ３６ １７ ６０ 

１７ ６２ ３７ １８ ６２ 

１８ ６４ ３８ １９ ６４ 

１９ ６５ ３９ ２０ ６５ 

２０ ６５ ４０ ２１ ６５ 

２１ ６５  ４２ ２２ ６５ 

２２ ６５  ４４ ２３ ６５ 

２３ ６５  ４６ ２４ ６５ 

２４ ６５  ４８ ２５ ６５ 

２５ ６５  ５０ ２６ ６５ 

２６ ６５  ５２ ２７ ６５ 

２７ ６５  ５４ ２８ ６５ 

２８ ６５  ５６ ２９ ６５ 

２９ ６５  ５９ ３０ ６５ 

３０ ６５  ６２ ３１ ６５ 

３１ ６５  ６５ ３２ ６５ 

３２ ６５  ７０ ３３ ６５ 

３３ ６５  ７５ ３４ ６５ 

３４ ６５  ８０ ３５ ６５ 

３５ ６５  ８５ ３６ ６５ 

３６ ６５  ８５ ３７ ６５ 

３７ ６５  ８５  ３９ ６５ 

３８ ６５  ８５  ４１ ６５ 

３９ ６５  ８５  ４３ ６５ 

４０ ６５  ８５  ４５ ６５ 

４１ ６５  ８５  ４７ ６５ 

４２ ６５  ８５  ５１ ６５ 

４３ ６５  ８５  ５５ ６５ 

４４ ６５  ８５  ５９ ６５ 



４５ ６５ ８５  ６３ ６５ 

４６ ６５ ８５  ６５ ６５ 

４７ ６５ ８５  ６６ ６５ 

４８ ６５ ８５  ７０  ６５ 

４９ ６５ ８５  ７２  ６５ 

５０ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５１ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５２ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５３ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５４ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５５ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５６ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５７ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５８ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５９ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６０ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６１ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６２ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６３ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６４ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６５ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６６ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６７ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６８ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６９ ６５ ８５  ７３  ６５ 

７０ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７１ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７２ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７３ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７４ ６５  ７３  ７９ 

７５ ６５  ７３  ７９ 



７６ ６５  ７３  ７９ 

７７ ６５  ７３  ７９ 

７８ ６５  ７３  ７９ 

７９ ６５  ７３  ７９ 

８０ ６５   ７９ 

８１ ６５   ７９ 

８２ ６５   ７９ 

８３ ６５   ７９ 

８４ ６５   ７９ 

８５ ６５   ７９ 

８６    ７９ 

８７    ７９ 

８８    ７９ 

８９    ７９ 

９０    ７９ 

９１    ７９ 

９２    ７９ 

９３    ７９ 

９４    ７９ 

９５    ７９ 

９６    ７９ 

９７    ７９ 

９８    ７９ 

９９    ７９ 

     
 

 

改正前 

別表第８の２ 降格時号給対応表（第２２条の２関係） 

ア （略） 

イ 医療職給料表降格時号給対応表 

降格した日の 降格後の号給 



前日に受けて

いた号給 

５級 ６級 ７級 ８級 

１ ３３ ２１ ９ ４５ 

２ ３４ ２２ １０ ４６ 

３ ３５ ２３ １１ ４７ 

４ ３６ ２４ １２ ４８ 

５ ３７ ２５ １３ ４９ 

６ ３８ ２６ １４ ５０ 

７ ３９ ２７ １５ ５１ 

８ ４０ ２８ １６ ５２ 

９ ４１ ２９ １７ ５４ 

１０ ４２ ３０ １８ ５６ 

１１ ４３ ３１ １９ ５８ 

１２ ４４ ３２ ２０ ６０ 

１３ ４７ ３３ ２１ ６２ 

１４ ５１ ３４ ２２ ６４ 

１５ ５５ ３５ ２３ ６５ 

１６ ５９ ３６ ２４ ６５ 

１７ ６２ ３７ ２５ ６５ 

１８ ６４ ３８ ２６ ６５ 

１９ ６５ ３９ ２７ ６５ 

２０ ６５ ４０ ２８ ６５ 

２１ ６５  ４２ ２９ ６５ 

２２ ６５  ４４ ３０ ６５ 

２３ ６５  ４６ ３１ ６５ 

２４ ６５  ４８ ３２ ６５ 

２５ ６５  ５０ ３３ ６５ 

２６ ６５  ５２ ３４ ６５ 

２７ ６５  ５４ ３５ ６５ 

２８ ６５  ５６ ３６ ６５ 

２９ ６５  ５９ ３７ ６５ 



３０ ６５  ６２ ３８ ６５ 

３１ ６５  ６５ ３９ ６５ 

３２ ６５  ７０ ４０ ６５ 

３３ ６５  ７５ ４１ ６５ 

３４ ６５  ８０ ４２ ６５ 

３５ ６５  ８５ ４３ ６５ 

３６ ６５  ８５ ４４ ６５ 

３７ ６５  ８５  ４６ ６５ 

３８ ６５  ８５  ４８ ６５ 

３９ ６５  ８５  ５０ ６５ 

４０ ６５  ８５  ５２ ６５ 

４１ ６５  ８５  ５４ ６５ 

４２ ６５  ８５  ５８ ６５ 

４３ ６５  ８５  ６２ ６５ 

４４ ６５  ８５  ６６ ６５ 

４５ ６５ ８５  ７０ ６５ 

４６ ６５ ８５  ７２ ６５ 

４７ ６５ ８５  ７３ ６５ 

４８ ６５ ８５  ７３  ６５ 

４９ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５０ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５１ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５２ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５３ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５４ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５５ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５６ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５７ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５８ ６５ ８５  ７３  ６５ 

５９ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６０ ６５ ８５  ７３  ６５ 



６１ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６２ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６３ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６４ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６５ ６５ ８５  ７３  ６５ 

６６ ６５ ８５  ７３  ７９ 

６７ ６５ ８５  ７３  ７９ 

６８ ６５ ８５  ７３  ７９ 

６９ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７０ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７１ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７２ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７３ ６５ ８５  ７３  ７９ 

７４ ６５  ７３  ７９ 

７５ ６５  ７３  ７９ 

７６ ６５  ７３  ７９ 

７７ ６５  ７３  ７９ 

７８ ６５  ７３  ７９ 

７９ ６５  ７３  ７９ 

８０ ６５   ７９ 

８１ ６５   ７９ 

８２ ６５   ７９ 

８３ ６５   ７９ 

８４ ６５   ７９ 

８５ ６５   ７９ 

８６    ７９ 

８７    ７９ 

８８    ７９ 

８９    ７９ 

９０    ７９ 

９１    ７９ 



９２    ７９ 

９３    ７９ 

９４    ７９ 

９５    ７９ 

９６    ７９ 

９７    ７９ 

９８    ７９ 

９９    ７９ 

     
 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則（平成２７年四日市

市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

  （一般任期付職員の級別資格基準表の

適用方法等の特例） 

 第４条 条例第２条第２項の規定により

任期を定めて採用された職員（以下「一

般任期付職員」という。）については、

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等

の基準に関する規則（昭和６２年四日

市市規則第１１号。以下「初任給規則」

という。）別表第２ア級別資格基準表

（以下「級別資格基準表」という。）

の試験欄の一般事務・技術職・保育士

の区分のうち学歴免許等欄の当該学歴

免許等の資格に対応する区分を適用す



ることができる。 

 ２ 一般任期付職員に対して、初任給規

則第１０条第１項第２号の規定を適用

する場合において、部内の他の職員と

の均衡上必要があると認められるとき

は、級別資格基準表に定める必要経験

年数に１００分の８０以上１００分の

１００未満の割合を乗じて得た年数を

もって、級別資格基準表の必要経験年

数とすることができる。 

  

  （一般任期付職員の号給の決定の特例） 

 第５条 新たに一般任期付職員となった

者の号給は、採用の日の前日から、級

別資格基準表を適用する場合における

当該職員の経験年数に相当する期間を

遡った日に採用され、引き続き在職し

たものとみなして、当該遡った日にお

いて、初任給規則別表第６に定める初

任給基準表において、前条第１項の規

定よる級別資格基準表の区分と同一の

初任給基準表の学歴免許等欄の区分を

適用して得られる初任給を基礎とし、

かつ、部内の他の職員との均衡を考慮

して昇格、昇給等の規定を適用した場

合に当該採用の日に受けることとなる

号給を超えない範囲内で決定すること

ができる。 

  

  （初任給規則の規定の適用に関する読

替え） 

 第６条 前条の規定の適用を受ける一般



任期付職員については、初任給規則第

９条中「第１６条」とあるのは、「四

日市市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例施行規則（平成２７年四日

市市規則第１８号）第６条」と読み替

えるものとする。 

  

第４条 （略） 第７条 （略） 

 

（総務部人事課） 


